
質疑回答書
2025年度 JICA横浜 LAN環境更改作業及び機器賃貸借・保守業務

No. 該当頁 該当項目 質疑事項 回答

1

P.3 2.1 通信インフラ環境の構成イメージ

図表 2.1 国内拠点のネットワーク構成（変更

後）

ネットワークを監視する手段として、アラート通知を検

討しております。そこで、汎用LAN上から接続可能な

メール送信サーバはある認識で相違ないでしょうか。

汎用LAN上から接続可能なメール送信サーバ（SMTP）は提供し

ていません。

2

P.4 調達仕様書

3.1.1 調達範囲の全体像

ケーブルは既存流用と記載がありますが、光パッチコー

ドも既存流用範囲の認識で相違ないでしょうか。

光パッチコードを含め、接続品質・規格要件を満たし劣化等が

ない場合は既設流用として差し支えありません。不足/劣化があ

る場合は交換してください。識別可能な状態

3

P.4 3.1.2 調達範囲

リース契約となる物品は、リースの延⾧

（メーカーサポートの有無については相談）

または一部の買取ができるものとする。

リースの延⾧となった際、メーカーサポートはベストエ

フォート対応でも可としていただけますでしょうか。

延⾧時のメーカーサポート有無および条件は個別協議としま

す。メーカーサポートがベストエフォートとなる場合を含め、

延⾧条件を提案の上協議してください。

4

P.4 3.1.2 調達範囲

運用中に執務用座席数やフロアレイアウトの

変更に伴う必要な機器、ケーブルが増減する

可能性があるため、受託者はこれに対応でき

るように考慮すること。

運用中に執務用座席数やフロアレイアウトの変更に伴う

必要な機器、ケーブルが増減する場合、別途協議とさせ

ていただけますでしょうか。また、費用も本件の契約金

額に含めない認識で相違ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

5

P.5 3.1.2 調達範囲

図表3.1.2 調達対象機器、および要件

コアスイッチ

・機器の冗⾧化は不要。ただし、スイッチ間

の通信回線は、リンクアグリゲー

ション（IEEE802.3ad）により冗⾧化が必

要。

左記要件で、リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）

と記載がありますが、同等機能であるIEEE 802.1AX-

2008 Link Aggregationでの提案も可という認識でよろし

いでしょうか。

可能です。IEEE802.3adと同等以上の機能を有する規格（IEEE

802.1AX-2008 等）での提案を認めます。

6

P.5 3.1.2 調達範囲

図表3.1.2 調達対象機器、および要件

アクセススイッチ

・機器の冗⾧化は不要。ただし、スイッチ間

の通信回線は、リンクアグリゲー

ション（IEEE802.3ad）により冗⾧化が必

要。

左記要件で、リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）

と記載がありますが、同等機能であるIEEE 802.1AX-

2008 Link Aggregationでの提案も可という認識でよろし

いでしょうか。

可能です。IEEE802.3adと同等以上の機能を有する規格（IEEE

802.1AX-2008 等）での提案を認めます。

7

P.5 3.1.2 調達範囲

図表3.1.2 調達対象機器、および要件

コアスイッチ

・ISO/IEC 15408 に基づく CC（Common

Criteria）認証の取得をしていること。

左記要件で、ISO/IEC 15408 に基づく CC（Common

Criteria）認証の取得とありますが、第三者機関にてセ

キュリティ品質が担保されていることを証明できる機器

であれば、その提案でも可という認識でよろしいでしょ

うか。

可能です。ISO/IEC 15408 に基づくCC（Common Criteria）認

証取得に限らず、第三者機関により当該機器のセキュリティ品

質が担保されていることを客観的に証明できる場合は、その提

案を認めます。

8

P.5 図表3.1.2 調達対象機器、および要件 拠点Firewallにおいてアプリケーション制御やウィルス

対策、SSL復号等、パケット制御以外に希望するセキュ

リティ対策があればご教示願います。

ご提示の対策に加え、Webフィルタリング、アンチスパム、不

正侵入防止（IPS/IDS）、VPN等のセキュリティ機能を希望しま

す。なお、複数インターネット回線の負荷分散等の機能がある

ことは望ましいですが、必須要件ではありません。

9
P.5 図表3.1.2 調達対象機器、および要件 IEEE 802.3adと同等のIEEE 802.1AX-2008 Link

Aggregation（static and dynamic）準拠でも問題ないで

しょうか。

問題ありません。IEEE 802.3adと同等以上の機能を有する規格

（IEEE 802.1AX-2008等）で要件を満たすことを条件に認めま

す。

10

P.5 図表3.1.2 調達対象機器、および要件 ISO/IEC 15408 に基づく CC（Common Criteria）認証の

取得の記載がありますが、大部分の製品はファームウェ

アのバージョン毎の認証となっており、いずも現行バー

ジョンでの認証に至っていないものが多いようです。最

新のセキュリティを担保することも考慮し、過去バー

ジョンで取得した実績がある機器を許容するなどの仕様

緩和を頂くことは可能でしょうか。

過去に取得実績のある製品であれば、問題ありません。

11

P.5 3.1.2 調達範囲

図表 3.1.2 調達対象機器、および要件

汎用LANの安定稼働の実現に向けて、調達範囲の要件に

加え、別途機器のご提案をしてもよろしいでしょうか。

なお、追加で導入する機器についても受託者が責任を

もって管理、対応します。

可能です。調達対象外で追加する機器を含め、要件を満たすこ

と、および受託者にて責任をもって管理・対応することとして

ください。

12

P.5 3.1.2 調達範囲

図表 3.1.2 調達対象機器、および要件

無線 LAN ア クセスポイント

・PoE で動作可能であること。

・IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax に準拠してい

ること（宿泊室は a/b/g/n）。

・IEEE 802.11i 規格の WPA2，WPA に準拠

していること。

・Wi-Fi6 対応であること（宿泊室は Wi-Fi4

対応）。

より良い提案を実施すべく、上位規格や性能を有する製

品でのご提案もお認めいただけますでしょうか。

例）宿泊室は Wi-Fi4 対応指定であったため。

可能です。宿泊室を含め、要件を満たす範囲で上位規格/性能を

有する製品の提案を妨げません。

13

P.6 3.2.1 LAN環境の前提条件

(1)業務遂行における前提条件

利用者への影響がある作業は業務時間帯を避けて実施す

ることを原則とすると記載がありますが、作業が可能な

時間帯をご教示いただけますでしょうか。

具体的な作業時間帯は固定していません。平日日中も可能な場

合があります。拠点担当者と協議して確定します。



14

P.9 3.2.4 無線LAN環境の整備要件

(1). 利用要件

[認証方式]

・PSK認証方式

※事前共有鍵(PSK)を用いた認証方式(WPA2)

とAES暗号化を行う。

・認証に必要なパスワードは定期的に変更す

る運用を実施する。

費用積算の精度を上げるため、パスワード変更の頻度を

ご教示いただけますでしょうか。

変更頻度は固定していません。セキュリティと運用負荷を勘案

し、受託者にて変更頻度（例：1～3か月）を提案のうえ、協議

して決定します。認証に必要なパスワードを定期的に変更する

仕組みは無線APではなく別途設置するUTMアプライアンスによ

るweb認証をすべての無線LAN接続に対して想定しています。

15
P.9 (1). 利用要件 現在の環境において、過去につながりにくい場所があ

る、といった問い合わせの有無及び発生場所の情報があ

ればご提示願います。

現時点で、問い合わせ有無や発生場所を網羅的に取りまとめた

資料はありません。必要に応じ、契約後にヒアリング・現地調

査にて確認し、配置/チューニングに反映してください。

16

P.10 (4). セグメント設計要件 基本的にはVLANを1つとする旨の記載がありますが、本

要件は必須となりますでしょうか。提案や協議によって

変更が可能であればその旨回答願います。

原則として要件のとおり、VLANは基本1つを想定しています。

ただし、セキュリティ確保や運用上の合理性がある場合は、運

用が過度に複雑にならないことを前提に設計案を提案のうえ、

協議して決定します。

17

P.10 3.2.4 無線 LAN 環境の整備要件

(3). 機器設置要件

具体的な無線 LAN を利用エリアと無線 LAN

利用者数の目安については以下の別紙を参照

すること。

＜別添資料＞

「別紙 1_機器一覧（現行）ｂ」

別紙より無線LANの利用者数の目安を確認することがで

きませんでしたので、ご教示いただけますでしょうか。

当該別添資料に記載されている設置台数を基本設計とし、設計

フェーズで各エリアの利用人数をヒアリング・現地調査し、当

機構担当者と協議して決定します。

 なお、一室での最大利用者想定数は100名です。

18

P.10 3.2.4 無線LAN環境の整備要件

(3)機器設置要件

事後サーベイの提出資料は下記を想定しておりますが問

題ないでしょうか。

・AP配置図

・測定ルート

・電波強度(フロアごと、2.4GHz、5GHz)

・外来波測定

問題ありません。ご提示の資料に加え、測定条件（測定点/しき

い値等）を明記してください。

19

P.10 (3). 機器設置要件 導入後の電波調査については全エリア（宿泊室含む）で

の調査が必要でしょうか。必須となる範囲があればご提

示願います。

原則として、無線提供範囲（宿泊室を含む）を対象に電波調査

を実施し、報告してください。測定範囲・測定点・合否基準等

の詳細は、契約後に協議して決定します。

20
P.11 調達仕様書

3.2.4 無線LAN環境の整備要件

(7).無線LAN設備の交換/新設対象

既存の無線アクセスポイントのブラケットが流用できる

場合は、流用前提の認識で相違ないでしょうか。

既存ブラケットが新設APで流用可能な場合は流用可とします。

21

P.11 調達仕様書

3.2.4 無線LAN環境の整備要件

(7).無線LAN設備の交換/新設対象

ブラケットが流用できなかった場合のアンカー穴等の補

修は、簡易補修を想定しておりますが問題ないでしょう

か。(簡易補修は補修用のシールを想定しております。)

ご認識のとおり（既存撤去後のアンカー穴等の処理）。美観・

安全上問題がない範囲での簡易補修で差し支えありません。詳

細は現地状況により協議します。

22

P.12 3.4 スケジュール要件 図表3.4 本契約に係る導入スケジュール(案)の記載がござ

いますが、1月下旬に発注、2月時点で既にネットワーク

設計に着手するスケジュールとなっております。入札ス

ケジュールを考慮した場合、そのまま2.5か月程度スライ

ドする想定と考えてよろしいでしょうか。貴機構にて希

望する導入フェーズの完了時期をご提示願います。

図表3.4は導入スケジュール（案）です。発注時期・契約手続等

により変動するため、月次の読み替えを含め、契約後に協議し

て確定します。

23

P.13 3.4 スケジュール要件

図表3.4 本契約に係る導入スケジュール

(案)

入札説明書に記載の業務履行期間（予定）：2026年3月

16日から2031年8月31日であるため、図表3.4 本契約に

係る導入スケジュール(案)の月を読み替えて解釈すれば

よろしいでしょうか。

図表3.4は導入スケジュール（案）です。業務履行期間（予

定）を踏まえ、月は読み替えの上、契約後に協議して確定

します。

24

P.18 調達仕様書

4.4 LAN環境撤去作業

本調達では既存の機器と新設の機器の台数に差異はない

かと見受けられます。

撤去が必要な場合は、撤去対象ケーブルをご教示いただ

けますでしょうか。

既設ケーブルは原則流用のため撤去対象は想定していません。

新設/交換等で撤去が必要となる場合は、設計時に対象を整理し

協議の上決定します。

25

P.21 発生トリガー 問合せの件数 発生トリガー 問合せの件数は、月にどれ位を想定され

ておりますでしょうか？

月に数件を想定しています。運用状況により変動するため、想

定件数の設定は行いません。

26

P.22 (1). 機器の保守対応 弊社営業時間9:00-17:30以降のお問い合わせに関して

は、メールでの受付、翌営業日の対応開始でよろしいで

しょうか。不可の場合、再委託は可能でしょうか。

一般的な問い合わせは、メール受付のうえ翌営業日対応として

差し支えありません。ただし、障害等の緊急時は契約上の保守

対応時間内での受付・対応体制を確保してください。

27

P.22 (1). 機器の保守対応 機器の保守時間が平日9:00～18:30となっておりますが、

平日9:00～17:00もしくは9:00～17:30に条件緩和いただ

くことは可能でしょうか

保守時間は原則として平日9:00～18:30を基本方針とします。た

だし、運用影響が少ないこと、緊急時の受付・オンサイト到着

／復旧時間等の要件を満たす体制を確保することを条件に、平

日9:00～17:30への変更提案を妨げません。

28

P.22 (1). 機器の保守対応 オンサイト対応は、メーカー担当者のみでの対応でよろ

しいでしょうか。

オンサイト対応はメーカー担当者のみで問題ありません。ただ

しメーカー担当者のみで現地対応する場合でも、受託者が窓口

となり、進捗管理・報告等を実施することを条件に差し支えあ

りません。

29

P.22 (2). LAN 環境利用方法問合わせ 利用者様からの問合せについて、貴構のご担当者様にて

取りまとめたうえで弊社へお問い合わせいただく想定で

よろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。原則として当機構担当者が利用者からの

問い合わせを取りまとめたうえで、受託者へ連絡します。



30

P.22 (3). 状態確認依頼 コマンドの実行は、貴構で実施いただける想定でよろし

いでしょうか。

ご認識のとおりです。原則として当機構にてコマンド実行等を

行う想定です（受託者は手順提示・解析支援を実施）。ただ

し、障害対応上必要な場合の役割分担は契約後に協議します。

31

P.22 (4). 設定内容確認依頼 コマンドの実行は、貴構で実施いただける想定でよろし

いでしょうか。

ご認識のとおりです。原則として当機構にてコマンド実行等を

行う想定です（受託者は手順提示・解析支援を実施）。ただ

し、障害対応上必要な場合の役割分担は契約後に協議します。

32

P.22 4.7 LAN 環境の保守・運用の実施

4.7.1 保守・運用の役割分担と内容

汎用LANの迅速かつ円滑な運用業務の実現に向けて、必

要に応じてリモート保守が可能な環境を提供してよろし

いでしょうか。具体的な実現方法は、提案書に示しま

す。

可能です。セキュリティ確保および当機構の承認を前提

に、実現方式を提案書に記載してください。

 リモート保守環境にクラウドサービスが含まれる場合は、

当該クラウドサービスがISMAP登録されていること（非登

録サービスの場合、同等のセキュリティ要件を満たしてい

ることが確認できること）が必要です。

33

P.23 (6). 障害調査・復旧 到着して２時間以内に復旧させるとなるとメーカーサ

ポートの代替機手配では間に合わないことが想定されま

すが、別途代替機を用意しておく認識で正しいでしょう

か？

２時間を目途に原因を調査し報告する（可能であれば復旧）と

し、メーカー代替機手配のリードタイムに依存しない体制（代

替機確保、暫定復旧手段等）を受託者の責任で確保し、提案書

に記載してください。

34

P.23 (6). 障害調査・復旧 上記に加え、無線アクセスポイントの機器交換等、高所

作業等が発生する場合の対応においては個別契約での工

事を許容いただくといった条件緩和は可能でしょうか。

緩和可能です。

35

P.23 (9). 運用報告 拠点内の回線利用状況/回線逼迫状況に関しては、どれ位

の期間の状況確認を想定されておりますでしょうか？

確認期間は一律に定めていません。運用報告（定期）にて回線

利用状況・逼迫状況を把握できるよう、受託者にて確認方法・

確認間隔（例：四半期等）を提案のうえ、契約後に協議して決

定します。

36

P.23 4.7.2 運用体制 利用者様からの問合せについて、貴構のご担当者様にて

取りまとめたうえで弊社へお問い合わせいただく想定で

よろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。原則として当機構担当者が利用者からの

問い合わせを取りまとめたうえで、受託者へ連絡します。

37

P.23 (6). 障害調査・復旧 「メーカーでの切り分け後4時間以内の到着」に緩和可

能でしょうか。

また、「到着後2時間以内に障害を復旧」はお約束でき

なくてもよろしいでしょうか。

ホテル宿泊室の無線LANアクセスポイントについては、

センドバック対応のため、訪問復旧時間の条文対象外で

よろしいでしょうか。

要件のとおり、現地到着および到着後の復旧時間に関する条件

の緩和はできません。提案にあたっては、要件を満たす体制

（代替機確保、暫定復旧手段等）を受託者の責任で確保し、提

案書に記載してください。

38

P.23 (10). 停電対応 過去の計画停電の発生実績をご教示願います。(年何回な

ど)

計画停電の発生実績（回数等）は原則年1回を想定しています。

工事等で変動する年もあります。

39

P.24 図表4.7.2 運用体制(案) 貴機構と弊社間は、ネットワーク接続せずに運用保守業

務を実施するとの理解で合っておりますでしょうか？

ご認識のとおり、当機構と受託者間で専用のネットワーク接続

を前提としていません。遠隔対応を行う方式を採用する場合

は、セキュリティ確保の上、方式を提案し契約後協議のうえ決

定します。また、リモート保守環境にクラウドサービスが含ま

れる場合は、当該クラウドサービスがISMAP登録されているこ

と（非登録サービスの場合、同等のセキュリティ要件を満たし

ていることが確認できること）が必要です。

40
別紙

P.4

別紙4 横浜センター

次期ネットワーク構成(2)

フロアレイアウト 2F、3F

3Fセミナールーム11に新規で設置する情報コンセントに

ついて、配線元は同室内に設置するエッジスイッチから

の配線で問題ないでしょうか。

問題ありません（同室内のエッジスイッチからの配線を想

定）。詳細は設計時に現地確認の上確定します。

41

別紙

P.5

別紙4 横浜センター

次期ネットワーク構成(2)

フロアレイアウト4F、5～8F

4Fセミナールーム2に新規で設置する情報コンセントに

ついて、配線元はPCルームに設置するエッジスイッチか

らの配線で問題ないでしょうか。

問題ありません（PCルーム設置のエッジスイッチからの配線を

想定）。詳細は設計時に現地確認の上確定します。

- -

切り替え時のネットワーク停止可能時間をご教示いただ

けますでしょうか。

停止可能時間は一律に定めていません。業務影響最小化を前提

に、受託者より切替手順・停止見込み時間を提示し、拠点担当

者と協議の上確定します。

- -

切り替え時のネットワーク停止可能日数をご教示いただ

けますでしょうか。

停止可能日数は一律に定めていません。原則として最短での切

替を求めます。必要な場合は計画を提示し協議の上確定しま

す。

- -

機器を更改する箇所は、電源の空きがあることを前提と

して問題ないでしょうか。

ご認識のとおりです。更改は同等台数を想定しており、既設電

源容量の範囲で対応可能な前提です。必要に応じて現地調査で

確認してください。



- -

アスベスト調査をした実績はありますでしょうか。

実績がありましたら調査結果をご教示いただけますで

しょうか。

ない場合は、建物の竣工年月をご教示いただけますで

現時点で当機構から提供可能なアスベスト調査結果（実績含

む）はありません。工事にあたり調査等が必要となる場合は、

契約後に協議の上、関係法令に従い対応します。

竣工年月日2002年8月30日、業務開始同年10月1日。

- -

現行LAN環境の設計書など、既設資料の事前閲覧は可能

でしょうか。

可能です。契約後、当機構指定の方法にて、提供可能な範囲の

既設資料を閲覧/共有します（持ち出し制限等を設ける場合があ

ります）。

追加
P5

業務仕

様書

図表3.1.2 調達対象機器、および要件 「インターネット回線」

必要なグローバルIPアドレス（UTMが利用）は１つで

しょうか。

ご認識のとおりです。

追加

P5

業務仕

様書

図表3.1.2 調達対象機器、および要件 「保守対象、ハードウェア保守時間平日9:00～18:30を含

むオンサイトサービス)」

機器メーカーによってハードウェア保守時間は平日9:00-

17:00 or 24時間365の大きく分けて2パターンとなりま

す。

9:00-18:30までとなると24時間365の保守メニューと

なってしまうため、コスト抑制を考え平日9:00-17:00に

てご提案させていただくことは可能でしょうか。

保守時間は原則として平日9:00～18:30を基本方針とします。た

だし、運用影響が少ないこと、緊急時の受付・オンサイト到着

／復旧時間等の要件を満たす体制を確保できることを条件に、

平日9:00～17:00への変更提案を妨げません。

追加

P5

業務仕

様書

図表3.1.2 調達対象機器、および要件 「無線LAN アクセスポイント」

宿泊室に設置されている現行APはELECOM WRH-

300WH-Hを利用されており、”簡易版ホテルルータ”とし

て非常に小型な筐体かと思います。

※製品情報<https://www.elecom.co.jp/products/WRH-

300WH-H.html>

宿泊室APの設置状況と利用方法についてご教示頂けます

でしょうか。(常時設置or利用するときのみ設置など)

また、対象製品の後継機種などが無い場合、別製品で棚

や机に置くという形でもよろしいでしょうか。

盗難防止ホルダー什器に固定し、常時設置しています。

別製品での提案を妨げません。棚や机に置く場合は容易に持ち

出せない措置を講じることとします。

追加

P5

業務仕

様書

図表3.1.2 調達対象機器、および要件 「無線LAN アクセスポイント」

宿泊室のアクセスポイントについて、センドバック保守

の加入が難しい場合は、予備機を購入しておくという形

でもよろしいでしょうか。

また、その場合は予備機5～10台程度を配備する形でよ

ろしいでしょうか。

可能です。宿泊室アクセスポイントのセンドバック保守が困難

な場合は、要件（復旧時間等）を満たすための予備機配備等の

代替案を提案してください。予備機台数は一律に定めていませ

んので、運用を踏まえ必要数を提案のうえ協議して決定しま

す。

追加

P8

業務仕

様書

3.2.3 有線 LAN 環境の整備要件

(7). LAN 設備の交換/新設対象

次期の機器選定に必要なため、入札前に現行LAN環境の

設計書、パラメータシート、ラック図をご提示いただく

ことは可能でしょうか。

入札前に設計書・パラメータシート・ラック図等の提供は行い

ません。契約後、提供可能な範囲の既設資料については当機構

指定の方法にて閲覧／共有します（持ち出し制限等を設ける場

合があります）。

追加

P9

業務仕

様書

3.2.4 無線 LAN 環境の整備要件

(1). 利用要件

認証方式

・認証に必要なパスワードは定期的に変更する運用を実

施する。

上記の定期的なパスワード変更は、今回の役務に含まれ

ますでしょうか。

もしくは弊社から実施方法を提示し貴機構での実施とな

りますでしょうか。また、定期的とはどの程度の期間で

しょうか。

パスワードの定期変更運用は実施します。実施方式（受託者側

での変更機能提供、当機構側での変更作業、手順提示・支援の

分担等）は受託者より提案のうえ、契約後に協議して決定しま

す。変更頻度は固定していません（例：1～3か月等）ので、セ

キュリティと運用負荷を勘案して提案してください。

追加

P9

業務仕

様書

3.2.4 無線 LAN 環境の整備要件

(1). 利用要件

認証方式

宿泊室のアクセスポイントについて

パスワード変更は貴機構での実施想定でよろしいでしょ

うか。

宿泊室アクセスポイントのパスワード変更は、原則として当機

構で実施する想定です（受託者は実施方法・手順提示等で支

援）。必要な役割分担は契約後に協議します。

追加

P10

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件

(3). 機器設置要件

「15 席～20 席に対して1 台の無線LAN アクセスポイン

トを設置すること。」

利用エリア毎の総座席数を教えていただけないでしょう

か。

※座席数＝無線LANクライアント数と想定します。

利用エリア毎の総座席数を網羅した資料は現時点で提示できま

せん。設計フェーズでヒアリング・現地調査により把握し、仕

様書記載の目安（15～20席に1台）等を踏まえて配置を確定して

ください。

追加

P10

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件

(3). 機器設置要件

現行JICA-LANで接続されている無線APのLANケーブル

を汎用LAN環境へ流用すると理解しております。

その場合24ポートで単純リプレースを行うと、収容ポー

ト不足の可能性があります

完成図書のポート構成表などいただくことは可能でしょ

うか。

また、AP以外でJICA-LANから振替するケーブルはあり

ますでしょうか。

完成図書としてポート構成等が分かる資料（ポート構成表等）

は提出対象です。入札前に完成図書相当の資料提示は行いませ

ん。JICA-LAN側から汎用LAN側へ振替対象となる配線の範囲

（AP以外の有無を含む）は、契約後に現地確認のうえ整理し協

議して決定します。

追加

P10

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件

(3). 機器設置要件

APは既存と同じ場所に設置する想定でよろしいでしょう

か。

既存アクセスポイントでカバーできている場所以外で、

新たに電波を飛ばしたい場所(居室やエリア)はございま

すでしょうか。

原則として既存設置場所をベースに検討しますが、要件（性

能・冗⾧性等）を満たすために設置位置の調整が必要な場合

は、受託者より提案のうえ協議して決定します。新たに電波を

提供したい場所の要望は、設計時のヒアリング・現地調査にて

確認します。

追加

P10

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件

(3). 機器設置要件

「無線LAN アクセスポイント」

無線LANアクセスポイントの設置環境について、設置場

所の高さをご教授いただけますでしょうか。

設置高さは場所により異なります。契約後に現地確認のうえ、

設置方法・必要な作業（高所作業等）を計画し実施してくださ

い。



追加

P11

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件

(5). サービスレベル(冗⾧性)

・機器が故障した際に近くの機器がそのエリアをカバー

するなど、単一機器故障に備えた冗⾧化を行うこと。

上記について、場所によっては近くのアクセスポイント

にてカバーが難しいエリアもあると思いますが、貴機構

様との協議によって決定する認識でよろしいでしょう

か。

ご認識のとおりです。単一機器故障に備えた冗⾧性確保（近傍

APでのカバー等）を基本としますが、物理条件等により困難な

箇所がある場合は、現地調査結果を踏まえ代替案を提示のうえ

協議して決定します。

追加

P11

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件(6)性能要件 「座席数に対して100％程度の同時接続が、全ての無線

LAN アクセスポイントに対して発生した場合」と言うの

は、P10 (3)機器設置要件で記載している「1台の無線

LANアクセスポイントに対して15席～20席」が接続され

た状態を100%の同時接続と認識して良いでしょうか？

（100％程度の同時接続時のスループットについてはい

くつかの要因によっても変わることが考えられますの

で、製品選定はご指定に合うもので検討とさせていただ

きます。）

「1台当たり30Mbps程度（実測値）の帯域が利用できる

こと」とありますが、具体的にはどこの区間の通信を想

定されておりますでしょうか。また、30Mbpsは必須条

件ではなく可能な限り30Mbpsに近い速度を実現すると

いう認識でよろしいでしょうか。(ベストエフォート)

ご認識のとおり、P10の設置目安（15～20席/台）に対し、当該

台数分が同時接続となる状態を想定します。

「1台当たり30Mbps程度（実測値）の帯域が利用できる」区間

はデバイス(PC)⇔アクセスポイント間です。また、ベストエ

フォートではなく、電波設計・機器選定・設定等により要件を

満たすことを前提に提案してください（確認方法は提案・協議

の上決定）。

追加

P11

業務仕

様書

3.2.4 無線LAN 環境の整備要件 天井ボード等、無線AP設置個所やUTPケーブル新設箇所

にアスベスト含有建材の使用はございますか

現時点で当機構から提供可能なアスベスト調査結果（実績含

む）はありません。工事にあたり調査等が必要となる場合は、

契約後に協議の上、関係法令に従い対応してください。

追加

P12

業務仕

様書

3.3 調達範囲対象外 「JICA-LAN 環境」について

JICA-LAN環境からのJICA-LAN側切り離しなどについて

は、貴機構様にて実施される想定でいいでしょうか。例

ファイアーウォール等

JICA-LAN環境（例：JICA-LAN側機器の切り離し等）の作業は、

原則として当機構（JICA所管側）にて実施します。受託者は切

替計画・手順調整等にて支援してください。

追加

P12

業務仕

様書

3.4 スケジュール要件 「なお、LAN 配線工事が必要になった際はフロアレイア

ウト・LAN ケーブルの配線箇所について契約終了後、速

やかに JICA 担当者と調整を行った上で設計し、工事を

実施すること。」とのことですが、LAN関連は既存流用

の認識です。追加の配線工事発生の際は別途追加費用に

てご対応させていただきます。

配線は原則既設流用を想定していますが、要件充足のために配

線工事が必要となった場合は、仕様書のとおり契約後速やかに

調整のうえ設計・工事を実施してください。費用の扱いは、契

約後に発生条件・範囲を整理のうえ協議して決定します。

追加
P21・

23

業務仕

図表4.6.1 運用フェーズでの役務項目(案) (9). 停電対応

計画停電の時期と年間の回数を教えてください。

計画停電の発生実績（回数等）は原則年1回を想定しています。

工事等で変動する年もあります。

追加

P22

業務仕

様書

(2). LAN環境利用方法問合わせ 利用者からの問い合わせは日本語のみ受付と考えてよい

でしょうか。

また、年間の発生件数を教えていただけないでしょう

か。

原則として日本語での受付を想定しています。年間発生件数は

一律に定めていません（想定件数の設定は行いません）。

追加
P22

業務仕

様書

(2). LAN環境利用方法問合わせ 貴機構からの問い合わせはエンドユーザからではなく、

貴機構のヘルプデスク様からの認識でよろしいでしょう

か。

ご認識のとおりです。原則として当機構（拠点担当者／ヘルプ

デスク相当）から受託者へ問い合わせを行います。

追加
P22

業務仕

様書

(3). 状態確認依頼

(4). 設定内容確認依頼

ご教示いただいた設定変更は年間何件程度 発生してい

るか教えていただけないでしょうか。

設定変更・状態確認等の年間発生件数は一律に定めていません

（想定件数の設定は行いません）。

追加

P23

業務仕

様書

4.7.2 運用体制 リモートでの運用は可能でしょうか。 当機構指定のセキュリティ確保を前提に、リモート運用の提案

を妨げません。専用のネットワーク接続を前提としていないた

め、実現方式（認証、通信経路、ログ、権限管理等）を提案の

うえ、契約後に協議して決定します。

追加
P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 本件で使用する賃貸借契約書（約款含む）のひな形を開

示いただけますでしょうか。

賃貸借契約書（約款含む）は当機構所定の様式を契約手続の中

で提示します。入札前のひな形開示は行いません。

追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 ①過去に同様の賃貸借契約締結後、予算削減等で契約解

除に至った事案はございますでしょうか。

②契約解除となった場合の契約残金は発注者が負担する

認識でよろしいでしょうか。

個別の過去事案の有無は回答しません。契約解除の取扱い

（残金等を含む）は、契約書（約款）の定めに従います。

追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 本件は動産総合保険付保について

①動産総合保険は、物件納入額を基に経過期間に応じて

逓減する条件となりますがよろしいでしょうか。

②動産総合保険は、重過失や地震、噴火、津波などの自

然災害については対象外であり、修理費用等は賃借人負

担になる認識でよろしいでしょうか

動産総合保険の条件（保険金額の逓減、免責・対象外事由等）

は保険約款の定めに従います。具体条件は提案内容として提示

してください。



追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 データ消去について

①賃貸借期間終了後の記録媒体のデータ消去は機器の引

取り後賃貸人指定場所の実施でよろしいでしょうか。

②賃貸借期間終了後の記録媒体のデータ消去は消去証明

書が必要でしょうか。

必要な場合発行までに2ヵ月程度要しますがよろしいで

しょうか。

①データ消去は、賃貸借期間終了後に機器引取り後、賃貸人指

定場所での実施として差し支えありません。②データ消去証明

書の提出は必要です。発行までの期間（例：2か月程度）は契約

後に協議の上決定します。

追加
P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 本件は債務負担行為又は⾧期継続契約のどちらになりま

すでしょうか。

本件が債務負担行為または⾧期継続契約のいずれに該当するか

は、契約手続にて当機構より提示します。

追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 物件の納入遅延時の損害金規定は設定されていますで

しょうか。損害金が発生する場合、その取扱いはどのよ

うになりますでしょうか。また、天災その他やむを得な

い理由により納入が遅延した場合も損害金等は発生しま

すでしょうか。

納入遅延時の損害金規定等の取扱いは、契約書（約款）の定め

に従います。天災その他やむを得ない理由の場合の取扱いも同

様に契約書に従います。

追加
P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 天災その他やむを得ない理由で納入遅延となった場合、

賃貸借開始時期の変更は可能でしょうか。

天災その他やむを得ない理由による納入遅延の場合の賃貸借開

始時期の変更可否は、契約書（約款）の定めに従い、必要に応

じ協議して決定します。

追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器が使用

できない場合、賃貸人に物件の代替品準備責任は無い認

識でよろしいでしょうか。

代替品を準備する場合は、そのかかる費用を賃借人で負

担していただく認識でよろしいでしょうか。

代替品の準備を含め、保守要件（復旧時間等）を満たす体制は

受託者の責任で確保してください。費用は提案価格に含めてく

ださい。

追加
P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 消費税・固定資産税増額時には、それに伴って賃借料支

払い金額が増加する認識でよろしいでしょうか。

消費税等の税率変更や固定資産税等の取扱いは、契約書（約

款）の定めに従います。

追加
P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 物件の原状変更を行う場合は、予め賃貸人の承諾が必要

という認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。物件の原状変更を行う場合は、原則とし

て事前に賃貸人の承諾が必要です（詳細は契約書（約款）に従

います）。

追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 物件の移設、他の物件の付着、改造等による故障、損害

等、施設の統廃合や建物取り壊しとなった場合、残金の

精算や移設費用などは、賃借人負担でよろしいでしょう

か

物件の移設・改造等に伴う故障／損害や、施設の統廃合等

に伴う残金精算・移設費用等の取扱いは、契約書（約款）

の定めに従います。

追加

P24

業務仕

様書

4.8 機器の賃貸借 物件を設置する建物は、新耐震基準、または耐震工事実

施済でしょうか。

納入する機器を設置する場所が法的に耐震基準を満たし

ている建物で契約期間を通常履行できるか確認となりま

す。

建物の耐震に関する詳細情報は、提供可能な範囲で契約後に共

有します。


